
申込みにあたっての注意事項（受験者必読）

 
１ 受験地は千葉県ですか 
千葉県で受験できるのは、次の方です。 
（１）申込日現在、受験資格に該当する業務に従事しており、その勤務地が千葉県内である方 
（２）申込日現在、受験資格に該当する業務に従事していないが、住所地が千葉県内である方 
※申込みに際しては、必ずご自身で受験地を確認してください。（ 「１ 受験資格 １ 」参照）

 
２ 申込必要書類を確認し、全て揃えて申し込んでください 
（１）受験申込書の添付書類は、全てＡ４版にして提出してください。

（２）受験申込書類が送付され、資格審査が終了した書類及び受験手数料については、一切お返し

しません。

（３）受付期間を過ぎた受験申込書は受理しません。

（４）受験資格を有しない場合は、受験申込書は受理できません。

（５）受験申込書類の提出前に封筒裏の「試験申込必要書類チェック表」で、不足書類がないかを

確認してください。

（６）試験申込み後に、氏名・住所等の変更があった場合は「申込書記載事項変更届」（ ）に

より、速やかに千葉県社会福祉協議会に簡易書留にて郵送してください。

３ 国家資格で受験する場合は、国家資格登録日以降が実務経験に算入可能 
国家資格を持ち、その本来業務を受験資格として申し込む場合、実務経験の発生時点は国家資

格の登録された日以降その業務についた初日となります。受験資格要件である日数、年数を計算

される際、必ず登録日を確認してください。

【注意】国家資格を持ち、その業務で勤務し始めていても、資格の登録日以前の分は算入できま

せん。

４ その他

（１）受験申込書に記載する際には、 ～ 、実務経験証明書の作成については、 ～

を参照してください。

（２）過去に問い合わせの多かった事項を質問＆回答（Ｑ＆Ａ）として ～ に掲載してあ

ります。申込書の作成、実務経験証明書の作成依頼の際には必ずご一読ください。

（３）受験資格要件となる複数の国家資格を有している場合は、それぞれの免許証・登録証の写し

を提出してください。（ 参照）
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３ 受験資格職種コード

（表 ）次の各種国家資格を有し、当該資格に基づく業務に従事する者

資 格 名
受験資格職種コード

（国家資格コード） 
 

資 格 名
受験資格職種コード

（国家資格コード）

医師 １０１ 視能訓練士 １１２ 
歯科医師 １０２ 義肢装具士 １１３ 
薬剤師 １０３ 歯科衛生士 １１４ 
保健師 １０４ あん摩マッサ－ジ指圧師 １１５ 
助産師 １０５ はり師 １１６ 
看護師 １０６ きゅう師 １１７ 
准看護師 １０７ 柔道整復師 １１８ 
理学療法士 １０８ 栄養士（管理栄養士を含む） １１９ 
作業療法士 １０９ 精神保健福祉士 １２２ 
社会福祉士 １１０ 言語聴覚士 １２３ 
介護福祉士 １１１ 

 
 
（表２）施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者 
 

受験資格

職種コード 対象事業及び施設 対象となる職員（職種） 規 定 する法 令 ・通 知 等  

２０１ 特定施設入居者生活介護 生活相談員

指定居宅サービス等事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 年厚

生労働省令第 号）第 条第 項

第１号に規定する

２０２
地域密着型特定施設

入所者生活介護
生活相談員

指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成

年厚生労働省令第 号）第 条

第 項第 号に規定する

２０３
地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護
生活相談員

指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成

年厚生労働省令第 号）第 条

第 項第 号に規定する

２０４ 介護老人福祉施設 生活相談員

指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 年厚生

労働省令第 号）第 条第 項第

号に規定する
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３ 受験資格職種コード

（表 ）次の各種国家資格を有し、当該資格に基づく業務に従事する者

資 格 名
受験資格職種コード

（国家資格コード） 
 

資 格 名
受験資格職種コード
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（表２）施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者 
 

受験資格

職種コード 対象事業及び施設 対象となる職員（職種） 規 定 する法 令 ・通 知 等  

２０１ 特定施設入居者生活介護 生活相談員

指定居宅サービス等事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 年厚

生労働省令第 号）第 条第 項

第１号に規定する

２０２
地域密着型特定施設

入所者生活介護
生活相談員

指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成

年厚生労働省令第 号）第 条

第 項第 号に規定する

２０３
地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護
生活相談員

指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成

年厚生労働省令第 号）第 条

第 項第 号に規定する

２０４ 介護老人福祉施設 生活相談員

指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 年厚生

労働省令第 号）第 条第 項第

号に規定する
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受験資格

職種コー

ド

対象事業及び施設 対象となる職員（職種） 規 定 する法 令 ・通 知 等

２０５ 介護老人保健施設 支援相談員

指定介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準（平成

年厚生労働省令第 号）第 条第

項第 号に規定する

２０６
介護予防特定施設

入居者生活介護
生活相談員

指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平

成 年厚生労働省令第 号）第

条第 項第 号に規定する

２０７ 計画相談支援 相談支援専門員

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準（平成 年厚生労

働省令第 号）第 条に規定する

２０８ 障害児相談支援 相談支援専門員

児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する

基準（平成 年厚生労働省令第 条）

第 条に規定するに規定する

２０９
生活困窮者自立支援事

業

別に定めるもの

（主任相談支援員）

生活困窮者自立支援法（平成 年法

律第 号）第 条第 項に規定する
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